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こころの体温計でストレス度を簡単チェック！
QRコードからアクセス ▼

納め忘れはございませんか?

強化期間  １１月25日（月）～１２月31日（火）

　市税や国民健康保険料などは、私たちが安心して暮らせる
“まちづくり”に欠かせない公共サービスや公共事業を行うた
めの貴重な財源です。
　納付義務がある市民の皆さんの大多数は、定められた納期
限までに納めていただいています。
　しかし、一部の方は納期限を過ぎてから納付されるか、納付
いただけないまま滞納となっています。
　滞納することは、納期限を守って納付された方々との公平性
を欠くことになり、さらには市の財政を圧迫し、市政運営に支
障をきたすことになります。
　そこで市では、滞納を解消するため「高山市徴収強化月間」を定め、期間中、財産調査を集中的に行い、
滞納整理を強化することで、市税などの収納に努めます。

　市税の納期限を過ぎても納付が確認できない
場合、10日後に未納のお知らせハガキ、20日後に
督促状が発送されます。
　督促状を発送した翌日から10日を経過した日ま
でに納付されない場合は「財産を差し押えなけれ
ばならない」と規定（国税徴収法第47条を適用）
されています。
　このため、通知書や電話などにより納税の催告
をしても納付いただけない場合は、財産調査のう
え捜索や差押が執行されます。

　強化期間中、毎週火・木曜日は次の担当窓口を
午後７時まで延長し、納付や相談をお受けします。
　また、12月28日㈯～ 30日㈪は午前９時から
午後４時まで、高山市役所において「年末納付窓
口」を開設します。平日の昼間に時間がとれず納
付が困難な方は、この機会をぜひご利用ください。

負担を将来世代に先送りしないことが私たちの使命です

高山市税を滞納すると・・・

夜間・年末窓口をご利用ください

～「高山市徴収強化月間」が始まります～

問合  税務課　☎35‒3504

どんな税や料金が対象なの?

失業などで納付できない場合はどうするの？

どうしても納期限を忘れてしまうんですが…

①市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、軽
自動車税、法人市民税、入湯税）、②国民健康保
険料、③後期高齢者医療保険料、④生活保護費
返還金・徴収金、⑤福祉金庫基金貸付金、⑥保育
料、⑦介護保険料、⑧水道料、⑨下水道使用料、
⑩下水道受益者負担金、⑪下水道関連事業分担
金、⑫清掃手数料、⑬産業廃棄物処理場使用料、
⑭市営住宅使用料、⑮学校給食費

　「失業した」「被災した」などの特別な事情が生
じた場合は、各担当課へご相談ください。「これ
くらいの金額なら」「少しくらい遅れても大丈夫」
など安易に判断しないでください。
　ご相談いただけない場合は、滞納処分を執行
することがあります。

　便利な口座振替をご利用されてはいかがで
しょうか。通帳印と通帳またはキャッシュカード、
通知書などをご持参いただき、振替をご希望さ
れる市内金融機関窓口でお手続きください。市
役所や各支所でも同様にお手続きができます。

担当窓口　税務課、市民課、高年介護課、
　　　　　上水道課、下水道課
夜間窓口　毎週火・木曜日 ～午後7時
　　　　　  ※期間中のみ
年末窓口　12月28日～30日  午前9時～午後4時

差押のようす（自動車タイヤロック）差押のようす（自動車タイヤロック）


